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定期検査の水質検査についての措置命令

浄化槽管理者が、正当な理由がなくて、浄化槽法第11条第１項の水質検査を受けるべき旨の勧告に係る措置
をとらなかったときには、期間を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることがあります。

浄化槽法第１２条の２第３項
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